
 

 

瀬戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２１号 

瀬戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例  

瀬戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年瀬戸市条例第３４号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームを

いう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規定

する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人

保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定

施設をいう。以下この項において同じ。）に併

設されていない事業所において行われる指定介

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームを

いう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規定

する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人

保健施設、社会福祉施設又は特定施設をいう。

以下この項において同じ。）に併設されていな

い事業所において行われる指定介護予防認知症



 

 

護予防認知症対応型通所介護をいう。）の事業

を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されて

いる事業所において行われる指定介護予防認知

症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（ 

以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所」という。）ごと

に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

２から７まで ＜省略＞ 

（設備及び備品等） 

第７条 ＜省略＞ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

  ア ＜省略＞ 

  イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓

練室は、食事の提供の際にはその提供に支

障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さを

確保できる場合にあっては、同一の場所と

することができる。 

⑵ 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容

が漏えいしないよう配慮されていること。 

３から５まで ＜省略＞ 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう 

）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所においては共同生活住居（法第８条第２０項

対応型通所介護をいう。）の事業を行う者及び

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（特

別養護老人ホーム等に併設されている事業所に

おいて行われる指定介護予防認知症対応型通所

介護をいう。）の事業を行う者（以下「単独型 

・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者の員数は、次のとおりとする。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ 

２から７まで ＜省略＞ 

（設備及び備品等） 

第７条 ＜省略＞ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

  ア ＜省略＞ 

  イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は 

、食事の提供の際にはその提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う

際にはその実施に支障がない広さを確保で

きる場合にあっては、同一の場所とするこ

とができる。 

⑵ 相談室 遮へい物の設置等により相談の内

容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３から５まで ＜省略＞ 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう 

）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所においては共同生活住居（法第８条第２０項

。 

。 。 



 

 

又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７

８条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下この項において同じ 

）を除く。）においては施設ごとに１日当たり

３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入

居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１

２人以下となる数とする。 

又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設においては施設ごとに１日当たり３人以下

とする。 

 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（苦情処理） （苦情処理） 

第３６条 ＜省略＞ 第３６条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は 

、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護

に関し、法第２３条の規定により市が行う文書

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して市が行う調査に協力す

るとともに、市から指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は 

、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護

に関し、法第２３条の規定により市が行う文書

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及

び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協

力するとともに、市から指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

４から６まで ＜省略＞ ４から６まで ＜省略＞ 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、市の職員（当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所が市の区域外に所

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、市の職員（指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所が市の区域外に所在す



 

 

在する場合は、その所在する市町村の職員）又

は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センターの職

員、介護予防認知症対応型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会（以下

この項において「運営推進会議」という。）を

設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会

議に対し活動状況を報告し、運営推進会議によ

る評価を受けるとともに、運営推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

る場合は、その所在する市町村の職員）又は当

該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第

１項に規定する地域包括支援センターの職員、

介護予防認知症対応型通所介護について知見を

有する者等により構成される協議会（以下この

項において「運営推進会議」という。）を設置

し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に

対し活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受けるとともに、運営推進会議から必要な

要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

２及び３ ＜省略＞ 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は 

、その事業の運営に当たっては、提供した指定

介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者

からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の市が実施する事業に

協力するよう努めなければならない。 

２及び３ ＜省略＞ 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は 

、その事業の運営に当たっては、提供した指定

介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者

からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他の市が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的

取扱方針） 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的

取扱方針） 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の

方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の

方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既

に介護予防サービス計画が作成されている場

合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿

って作成しなければならない。 

 ⑶ 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既

に介護予防サービス計画が作成されている場合

は、当該計画の内容に沿って作成しなければな

らない。 

⑷から⒁まで ＜省略＞ ⑷から⒁まで ＜省略＞ 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 ＜省略＞ 第４４条 ＜省略＞ 



 

 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従

事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従

事することができる。 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共

同生活介護事業所、

指定地域密着型特定

施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設 

、指定介護療養型医

療施設（医療法（昭

和２３年法律第２０

５号）第７条第２項

第４号に規定する療

養病床を有する診療

所であるものに限る 

）又は介護医療院 

介護職員 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共

同生活介護事業所、

指定地域密着型特定

施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型

医療施設（医療法（ 

昭和２３年法律第２

０５号）第７条第２

項第４号に規定する

療養病床を有する診

療所であるものに限

る。） 

介護職員 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

７から１３まで ＜省略＞ ７から１３まで ＜省略＞ 

（管理者） （管理者） 

第４５条 ＜省略＞ 第４５条 ＜省略＞ 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条

例第１９２条第１項の規定にかかわらず、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

本体事業所の管理者をもって充てることができ

るものとする。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条

例第１９２条第１項本文の規定にかかわらず、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者

は、本体事業所の管理者をもって充てることが

できるものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第２０条

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第２０条

。 



 

 

の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介

護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第１９３条に規定する指定

複合型サービス事業所をいう。次条において同

じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉

士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、

別に市長が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所（指定地域密着型サービス基

準条例第１９３条に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者をいう。次

条、第７２条第２項及び第７３条において同じ 

）として３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、別に市長が定め

る研修を修了しているものでなければならない 

 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として認知症である者の介護

に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験

を有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第４８条 ＜省略＞ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 宿泊室 

ア及びイ ＜省略＞ 

  ウ ア及びイの基準を満たす宿泊室（以下「 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として認知症である者の介護に従事した経

験を有する者又は保健医療サービス若しくは福

祉サービスの経営に携わった経験を有する者で

あって、別に市長が定める研修を修了している

ものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第４８条 ＜省略＞ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 宿泊室 

ア及びイ ＜省略＞ 

  ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」 

。 

。 



 

 

個室」という。）以外の宿泊室を設ける場

合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した

面積は、おおむね７．４３平方メートルに

宿泊サービスの利用定員から個室の定員数

を減じた数を乗じて得た面積以上とするも

のとし、その構造は利用者のプライバシー

が確保されたものでなければならない。 

  エ ＜省略＞ 

３から５まで ＜省略＞ 

（非常災害対策） 

第５９条 ＜省略＞ 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ

ればならない。 

（協力医療機関等） 

第６０条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならない。 

という。）以外の宿泊室を設ける場合は、

個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は 

、おおむね７．４３平方メートルに宿泊サ

ービスの利用定員から個室の定員数を減じ

た数を乗じて得た面積以上とするものとし 

、その構造は利用者のプライバシーが確保

されたものでなければならない。 

エ ＜省略＞ 

３から５まで ＜省略＞ 

（非常災害対策） 

第５９条 ＜省略＞ 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地

域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれ

ばならない。 

（協力医療機関等） 

第６０条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

（準用） （準用） 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条 

、第２３条、第２４条、第２６条、第２８条、

第３１条から第３６条まで及び第３７条（第４

項を除く。）から第３９条までの規定は、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第１１条第１

項中「第２７条に規定する運営規程」とあるの

は「運営規程（第５７条に規定する重要事項に

関する規程をいう。第３２条において同じ。） 

」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者

」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条 

、第２３条、第２４条、第２６条、第２８条、

第３１条から第３６条まで及び第３７条（第４

項を除く。）から第３９条までの規定は、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第１１条第１

項中「第２７条に規定する運営規程」とあるの

は「第５７条に規定する重要事項に関する規程 

」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者 

」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第２６条第２項中「この節」と



 

 

護従業者」と、第２６条第２項中「この節」と

あるのは「第３章第４節」と、第２８条第３項

及び第３２条中「介護予防認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第３９条第１項中「介

護予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」と、「６月

」とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と読み替えるものとする。 

あるのは「第３章第４節」と、第２８条第３項

及び第３２条中「介護予防認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第３９条第１項中「介

護予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」と、「６月 

」とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と読み替えるものとする。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の方針は、第４３条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによるものとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 介護支援専門員又はサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修

了者（以下この条において「介護支援専門員

等」という。）は、第１号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、

他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予防小規模多機能型

居宅介護計画を作成するとともに、これを基

本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を

勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を

行わなければならない。 

⑷から⒂まで ＜省略＞ 

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の方針は、第４３条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによるものとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 介護支援専門員又はサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修

了者（以下この条において「介護支援専門員

等」という。）は、第１号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、

他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予防小規模多機能型

居宅介護計画を作成するとともに、これを基

本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を

勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を

行わなくてはならない。 

⑷から⒂まで ＜省略＞ 

（管理者） （管理者） 



 

 

第７２条 ＜省略＞ 第７２条 ＜省略＞ 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予

防認知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として 

、３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、別に市長が定める研修

を修了しているものでなければならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予

防認知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、別に市長が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験を有する

者又は保健医療サービス若しくは福祉サービス

の提供を行う事業の経営に携わった経験を有す

る者であって、別に市長が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業

者若しくは訪問介護員等として、認知症である

者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う

事業の経営に携わった経験を有する者であって 

、別に市長が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 

 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第８３条 ＜省略＞ 第８３条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間におけ

る緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間におけ

る緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 

（準用） （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１

５条、第２３条、第２４条、第２６条、第３１

条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第

４項を除く。）、第３８条、第３９条（第５項

を除く。）、第５６条、第５９条及び第６１条

の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条第１項中「第２７条に規定する運

営規程」とあるのは「運営規程（第８０条に規

定する重要事項に関する規程をいう。第３２条に

おいて同じ。）」と、「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と 

、第２６条第２項中「この節」とあるのは「第

４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第３９条第１項中「介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者」とある

のは「介護予防認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と、第５６条中「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者 

」と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１

５条、第２３条、第２４条、第２６条、第３１

条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第

４項を除く。）、第３８条、第３９条（第５項

を除く。）、第５６条、第５９条及び第６１条

の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条第１項中「第２７条に規定する運

営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要

事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第２６条第２項中「この節」とあるのは「 

第４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と、第３９条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、第５６条中「介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第５９条中「指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替



 

 

認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替え

るものとする。 

えるものとする。 

  

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


